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生活保護つなぎ資金　借用書


金　　　　　　　　　　円也


　私は上記資金を借用いたしました。
　返済方法は、最初の生活保護費が支給された日に、一括して北見市役所にお返しいたします。
　なお、生活保護費が支給されない場合においても速やかにお返しいたします。


　　　　　　　年　　月　　日


　北見市長　様


住所　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞　


【留意事項】
１　生活保護つなぎ資金貸付の要否および金額は、北見市が相談者の生活状況等を勘案し決定するものであること。
２　生活保護が開始された場合は、初回の扶助費支給日に借入金額の全額を一括返済すること。
３　保護申請が却下決定となった場合、または、保護申請を取下げた場合は、直ちに借入金額の全額を返済すること。（一括返済が困難な場合は、分割返済の相談に応じる。）
４　氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに、北見市保護課に連絡すること。




